高槻市成年後見人等の報酬助成要綱

（目的）

第１条　この要綱は、家庭裁判所が成年後見人、保佐人及び補助人（以下「後見人等」という。）を選任した者について、その後見人等の報酬の全部又は一部を助成することにより、後見人等が適切な身上保護、財産管理を行い、被後見人等の日常生活の支援や福祉の向上、権利擁護を図ることができるよう支援することを目的とする。

　（定義）

第２条　この要綱において使用する用語は、次の各号に定めるものとする。

（１）「最低生活費」とは、「生活保護法による保護の実施要領について（昭和３６年
４月１日　厚生省発社第１２３号　厚生事務次官通知）」によるものをいう。

（２）「預貯金等」とは、預貯金から「最低生活費」を差し引いた額及び処分可能な
財産をいう。
（３）高齢者等とは、６５歳以上の者、もしくは６５歳未満の者または４５歳以上６５歳未満の者であって介護保険法（平成9年法律第123号）第9条第2項の規定に基づく第二号被保険者である者をいう。
（助成の対象者）

第３条　家庭裁判所により親族以外の専門職または法人が後見人等に選任された高齢者等で、次の各号のいずれかに該当する高齢者等を助成の対象者（以下「対象者」という。）とする。

（１）高槻市内に居住し、住民基本台帳法（昭和42年法律第81号）に基づく住民基本台帳に記載されている者で次のいずれかに該当する者。

　　ア．活用できる資産・貯蓄等がなく、後見人等の報酬の全部又は一部の助成を受けなければ成年後見制度の利用が困難な者
　　イ．その他、市長が必要と認める者

（２）介護保険法第13条の規定に基づく本市の住所地特例対象被保険者であって、第１号のア・イいずれかに該当する者。
（３）老人福祉法（昭和38年法律第133号）第11条の規定による本市の措置により市外の施設に入所している者で第１号のア・イいずれかに該当する者。

（４）その他、市長が必要と認める者

２　前項の規定にかかわらず、本市以外の市区町村で成年後見人等報酬助成を受けている者は対象としない。
（助成額）

第４条　助成限度額は、対象者の生活の場が在宅にあっては月額２８，０００円、施設（特別養護老人ホーム・グループホーム（認知症対応型共同生活介護）・軽費老人ホーム・養護老人ホーム・有料老人ホーム・サービス付き高齢者向け住宅）入所中にあっては月額１８，０００円とし、それぞれの月額に家事事件手続法別表第１第１３項、第３１項、第５０項及び第８０項に規定する報酬付与の審判により対象となった期間を乗じて得た額と、家庭裁判所が審判した報酬の額との間で低い方の額とする。また、一ヶ月のうち生活の場が在宅と施設の両方に及ぶ場合は、１６日以上在宅ですごした場合を在宅の扱いとし、それ以外は施設入所中の扱いとする（入退所したその日は在宅の扱いとする）
２　助成額は予算の範囲内で、前項の額から預貯金等を控除した額とする。なお、千円未満の端数は切り捨てるものとする。

３　報酬付与の対象となった期間の、開始月又は終了月に、１月に満たない日数がある場合であっても、当該日の属する月を１月とする。

４　報酬付与の審判により、対象となった期間に定めがない場合や期間の推定が困難なとき、または被後見人等が死亡した場合は、報酬付与の基準となったと推定される成年後見人等の職務の内容、難易、仕事量や報酬付与の間隔等から期間を定め、報酬額を決定する。

５　対象者の生活の場について、本人が入院中の場合は、本人の病状や入院の期間、成年後見人等の職務の内容、難易、仕事量を考慮し、助成上限額について在宅・施設入所中の扱いを決定する。
（申請の手続）

第５条　後見人等の報酬助成を申請できる者は、後見人等（以下「申請者」という。）とする。ただし、保佐人及び補助人は代理権を付与されていること。

２　報酬付与の審判により家庭裁判所が報酬額を決定し、申請者が助成を受けようとするときは、後見人等の報酬助成申請書（様式第１号）を市長に提出することにより行わなければならない。

３　申請者は前項に定める申請書に、被後見人等ついて、次の各号に定める書類を添付しなければならない。
（１）審判書（報酬付与申立）の写し
（２）家庭裁判所に提出した報酬付与申立書、申立事情説明書、報酬付与対象期間末日時点での後見等事務報告書、財産目録及び添付書類（通帳等）の写し
（３）後見等開始の審判書の写し

（４）登記事項証明書の写し
（５）後見人等の職種が分かる書類（審判書等に記載があれば不要）
（６）本市に住民登録がない場合については本市の介護保険被保険者証または本市の決定で措置入所していることがわかる書類

４　後見人等の報酬の支給対象期間は、市長への支給申請日から最長２年間は遡及する。

（助成額の決定）

第６条　市長は、前条の規定による申請を受けたときは、対象者の資産状況等を調査し、助成の可否を決定する。

２　市長は、助成の可否の決定を行ったときは、申請者に対し、後見人等の報酬助成決定通知書（様式第２号）により通知する。

（助成額の支払）

第７条　前条の助成の決定を受けた申請者は、当該決定された助成額を請求することができる。

２　前項の請求は、後見人等の報酬助成請求書（様式第３号）を市長に提出することにより行わなければならない。

３　助成額の支払いは、対象者（被後見人等）名義の口座への口座振替により行う。

４　対象者である被後見人等が死亡した場合において、成年後見人等に支払うべき
助成額が残存するときは、当該成年後見人等名義の口座等、適当な口座への口座振替により支払うものとする。
（後見人等の責務）

第８条　前条の助成を受けた申請者は、助成額を後見人等の報酬以外の目的に使用してはならない。

（返還）

第９条　市長は、後見人等より提出された前条第２項の報告を審査し、適切な支出が行われていないと認めたときは、第７条の助成額の全部又は一部の返還を求めることができる。

（その他）

第１０条　この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、所管部長が別に定める。

附　則

　この要綱は、平成１５年９月１０日から施行する。

　この要綱は、平成１８年１１月１日から施行する。
　この要綱は、平成２６年１月１日から施行する。

　この要綱は、平成２７年３月１日から施行する。
　この要綱は、平成２９年４月１日から施行する。
　この要綱は、平成３０年９月１日から施行する。
　この要綱は、令和元年５月１日から施行する。

この要綱は、令和元年８月１３日から施行する。
この要綱は、令和元年１０月１日から施行する。

　この要綱は、令和３年４月１日から施行する。
この要綱は、令和８年４月１日から施行する。
様式第1号（第５条関係）

後見人等の報酬助成申請書

（あて先）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　令和　　年　　月　　日

高 槻 市 長　

　　　　　　　　　　　申請者　住　所　　　　　　　　　　　　　　　　　

氏　名　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　
高槻市成年後見人等の報酬助成要綱第３条に規定する要件に該当しますので、

成年後見人等の報酬助成を申請します。

記

１　助成申請額　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　円

期間　　　　　年　　　月　　　日から　　　　年　　　月　　　日
（期間内に施設入所または入院の場合）　 
年　 月　 日から　　　年 　月　 日（施設または病院名：　　　　　　　　　　　）　
年　 月　 日から　　　年 　月　 日（施設または病院名：　　　　　　　　　　　）　
２　法定後見等の状況

（１）法定後見等の類型

　　　　後　見・保　佐・補　助

　　　　　対象者　　　　　　　　住　所　　　　　　　　　　　　　　　　　

氏　名　　　　　　　　　　　　　　　　　

（２）法定後見人等

　　　　　　　　　　　　　　　住　所　　　　　　　　　　　　　　　　　

氏　名　　　　　　　　　　　　　　　　　
３　添付書類（添付しているものに☑を入れて下さい）
□審判書（報酬付与申立）謄本の写し
□報酬付与の申立て時に家庭裁判所に提出した後見等事務報告書、財産目録の写し及び添付書類の写し
□後見等開始の審判書の写し

□登記事項証明書の写し
□後見人等の職種が分かる書類（審判書等に記載があれば不要）
□本市に住民登録がない場合については本市の介護保険被保険者証または本市の決定で措置入所していることがわかる書類

様式第２号（第６条関係）

高健相第　　　　　　号

令和　　年　　月　　日

　　　　　　　　　　　　様

高 槻 市 長　　　　㊞

後見人等の報酬助成決定通知書

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

成年後見人等の報酬助成について、高槻市成年後見人等の報酬助成要綱第６条第１項に基づき決定しましたので、同条第２項の規定により通知します。

記

１　助成の可否　　　　　　　可・否

　　　　　　　（否の場合の理由）

２　助成額　　　　　　　　　　　　　　　　　円

　　　　　　ただし、　　　　年　　月から　　　　年　　月分として。

３　対象者（被後見人等）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

４　請　求

　　　後見人等の報酬助成請求書（様式第３号）により請求してください。
様式第３号（第７条関係）

令和　　年　　月　　日

後見人等の報酬助成請求書
（あて先）

　　　高　槻　市　長　

　　　　　　　　　　　　請求者　住　所　　　　　　　　　　　　　　　　　

氏　名　　　　　　　　　　　　　　　　㊞
請求金額　　　　　　　　　　　　　円

高槻市成年後見人等の報酬助成要綱第７条第２項に基づき、　　　　年　　月から
　　　年　　月分の後見人等の報酬助成額を請求します。

なお、報酬助成額は、下記の口座に振り込み願います。

	振込口座
	　　　　　　　　銀行・信用組合

　　　　　　　　農協・信用金庫
	　　　　　　　　　支　店
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